
分析の 方
 ①分析は、現状より改善されるもの◎、現状○、現状より悪化するもの△の３段階。
 ②単純な相対分析であり、分析に重み付けがなく、絶対的なものではない。
 ③分析は、方向性（たたき台）の実現性を加味したものではない。
 ④分析結果から方向性（たたき台）を誘導するものではない。
  分析は、 と を た 分析。
  廃止 の は 有 が ととし 分析。
 ⑦方向性（たたき台）は、下記のものだけではなく、他にも存在する可能性有り。

Ⅰ 存続の場合 No.1

コメント 分析 コメント 分析 コメント 分析 コメント 分析 コメント 分析
９期経営計画（ ）では、債権

収 能 ９ ○ 現状存続と同等 ○ の債権 収 能 定 ○ 収 能 減 の可能性 ○ 減 の可能性 ○

現状 ○ 一元化によるコスト縮減 ◎ 廃止によるコスト縮減 ◎ 営化によるコスト縮減 ◎ 営化によるコスト縮減
廃止によるコスト縮減 ◎

現状 ○ 県 の 付 の増 による特別交付
税の増 ◎ 現状と同じ ○ 現状と同じ ○ 現状と同じ ○

現状 ○ 現状と同じ ○ 廃止による繰上償還の発生 △ 現状と同じ ○ 廃止による繰上償還の発生 △

現状 ○ 現状と同じ ○ 廃止に係る三セク債の活用に
よる 減 ◎ 現状と同じ ○ 廃止に係る三セク債の活用に

よる 減 ◎

用 ○ 用 ○ 用 ○ 用 ○ 用 ○

現状 ○ 現状と同じ ○ 廃止による収支相償 ◎ 営化による収支相償 ◎ 営化、 の廃止による収支 字
化 ◎

現状 ○ 現状と同じ ○ 土地所有者による の の困
難性 △ 現状と同じ ○ 土地所有者による の の困

難性 △

現状 ○ 現状と同じ ○ 現状と同じ ○ 現状と同じ ○ 現状と同じ ○

現状 ○ 現状と同じ ○ に 定 △ の 要 に対応可能 ◎ に 定 △

現状 ○ 現状と同じ ○ に 定 △ の 要 に対応した供給体制 ◎ の 要 に対応した供給体制 ◎

現状 ○ 県営 の土地所有者の 解 △ の廃止に係る土地所有者の
解 △ 現状と同じ ○ 営化、 の廃止に係る土地所

有者の 解 △

現状 ○ 県営 の土地所有者への対応 △ の廃止に係る土地所有者への
対応 △ 現状と同じ ○ 営化、 の廃止に係る土地所

有者への対応 △

各項目ごとの相対的分析表

県債権の代物弁済に係る
消費税

収支相償

公庫等への繰上償還

2 4
方向性（たたき台）

項目
1

現状存続
（ の 継続）

3
拡大存続

県営 との一元化）
縮小存続

国の支援（特別交付税）

県債権の 収

共同経営化（ 業との業務 ）
全事業継続 の 継続

現状では、９期経営計画（H１９策定）により、
９ の 収 能 、経営改

要となっている。

主なメリット

主なデメリット

・ による 性を重視した経営と
の廃止による収支均衡又は 字化
・ セク債の活用による有 債の 減

経営体制
（人件費、事業費等）

新公益法人への
対応及び公益的
機能の発揮

木材の安定供給

三セク推進債活用の可否

供給体制

総合評価

県
（今後の経費）1

・共同経営 る 業の存 と 方法
・ との共同経営に係る土地所有者への対応
・ の契約解除に係る土地所有者対応

・県営 との一元 による の拡大
・県 の公 営 化に係る土地所有者との
契約

・ の廃止（契約解除）に係る土地所有
者対応
・ の土地所有者による 体制

・共同経営 る 業の有無と 方法
・ との共同経営に係る土地所有者への対応

・県営 の公 による一元 によるコスト縮
減

・収支均衡した経営体質に改善
・ セク債の活用による有 債の 減

・ による 性を重視した経営による 字
幅の縮小又は収支均衡

契約 等事務
5
土地所有者への
対応

2

3

4

土地所有者の 解

供給

後の

した の



県債権の代物弁済に係る
消費税

収支相償

公庫等への繰上償還

項目

国の支援（特別交付税）

県債権の 収

主なメリット

主なデメリット

経営体制
（人件費、事業費等）

新公益法人への
対応及び公益的
機能の発揮

木材の安定供給

三セク推進債活用の可否

供給体制

総合評価

県
（今後の経費）1

契約 等事務
5
土地所有者への
対応

2

3

4

土地所有者の 解

供給

後の

した の

分析の 方
 ①分析は、現状より改善されるもの◎、現状○、現状より悪化するもの△の３段階。
 ②単純な相対分析であり、分析に重み付けがなく、絶対的なものではない。
 ③分析は、方向性（たたき台）の実現性を加味したものではない。
 ④分析結果から方向性（たたき台）を誘導するものではない。
  分析は、 と を た 分析。
  廃止 の は 有 が ととし 分析。
 ⑦方向性（たたき台）は、下記のものだけではなく、他にも存在する可能性有り。

Ⅱ 廃止の場合 No.2

4
事業廃止

コメント 分析 コメント 分析 コメント 分析 コメント 分析 コメント 分析
収 能 減 の可能性 ○ 収 能 減 の可能性 ○ 現状存続と同等 ○ 現状存続と同等 ○ 事業廃止による 収 能 の 定 △

営化によるコスト縮減 ◎ 営化によるコスト縮減
廃止によるコスト縮減 ◎ 県営 化によりコスト増の可能性 △ 県営 化によりコスト増の可能性 △ 廃止により経費 用 ◎

現状と同じ ○ 現状と同じ ○ 給に対 る特別交付税無し △ 給に対 る特別交付税無し △ 事業廃止により国の支援縮小 △

現状と同じ ○ 廃止による繰上償還の発生 △ 県営 化による繰上償還の発生 △ 県営 化による繰上償還の発生 △ 県営 化による繰上償還の発生 △

の有 債の県 継 ◎ 廃止に係る三セク債の活用に
よる 減 ◎ 三セク推進債の活用 ◎ 廃止に係る三セク債の活用に

よる 減 ◎ 三セク推進債の活用による 減 ◎

用 ○ 用 ○ 県 付 の代物弁済にともなう消費税
の発生 △ 県 付 の代物弁済にともなう消費税

の発生 △ 用 ○

営化による収支相償 ◎ 営化、 の廃止による収支
字化 ◎ 該当無し ー 該当無し ー 該当無し ー

性による の △ 性による の
の土地所有者による の困 △ 現状と同じ ○ 土地所有者による の の困

難性 △ 土地所有者による の困難性 △

現状と同じ ○ 現状と同じ ○ 現状と同じ ○ 土地所有者による の の困
難性 △ 土地所有者による の困難性 △

の 要 に対応可能 ◎ に 定 △ 現状と同じ ○ 減少の可能性 △ 所有者による の困難性 △

の 要 に対応した供給体制 ◎ の 要 に対応した供給体制 ◎ 現状と同じ ○ 現状と同じ ○ 所有者による の困難性 △

全 営化に係る土地所有者の 解 △ 全 営化、 の廃止に係る土
地所有者の 解 △ 県営 化に係る土地所有者の 解 △ 県営 化、 の廃止に係る土地

所有者の 解 △ 廃止に係る土地所有者の 解 △

全 営化に係る土地所有者への対応 △ 全 営化、 の廃止に係る土
地所有者への対応 △ 県営 化に係る土地所有者への対応 △ 県営 化、 の廃止に係る土地

所有者への対応 △ 廃止に係る土地所有者への対応 △

各項目ごとの相対的分析表

1
方向性（たたき台）

32
一 県営 化全 営化（公 に代 る 業による経営） 全 県営 化

全事業継続 の 継続

・今後の 要
・ セク債の活用による有 債の 減

・代物弁済にともなう消費税の課税
・高い人件費での事業継続

・ の代物弁済にともなう消費税の課税
・高い人件費での事業継続
・ の契約解除に係る土地所有者対応

・既往債務の無価値化
・代物弁済による消費税の課税
・契約解除に係る土地所有者対応の困難性
・ としての

・ 経営による経営 の により、 字
幅の縮小又は収支均衡
・ の 債を県 き る とで、 セ
ク債の活用可能

・公共性を重視した経営
・ セク債の活用による有 債の 減

・公共性を重視した経営
・ セク債の活用による有 債の 減

・ 経営による経営 の と の
廃止による収支均衡又は 字化
・ セク債の活用による有 債の 減

・ 全 営化の対 となる 業の存 と
・ 全 営化に係る土地所有者との契約

・ 全 営化の対 となる 業の存 と
・ 全 営化に係る土地所有者との契約
・契約 、 の契約解除に係る土地所
有者対応


